
★
北
方
四
島
を
非
武
装
自
治
区
に

ー
北
方
領
土
問
題
へ
の
一
つ
の
提
案
ー

い
ま
、
北
方
領
土
問
題
は
ロ
シ
ア
と
日
本
の
間
で
最
悪
の
状
態
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

解
決
の
糸
口
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

★
オ
ー
ラ
ン
ド
裁
定
（
＝
新
渡
戸
裁
定
）
を
参
考
に

◆
一
九
二
一
年
、
ス
エ
ー
デ
ン
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
間
に
あ
る
オ
ー
ラ
ン
ド
諸
島
の
帰
属
を
巡

っ
て
争
わ
れ
た
と
き
、
新
渡
戸
稲
造
（
＊
）
は
次
の
よ
う
な
裁
定
を
行
っ
て
解
決
し
ま
し
た
。

(

＊
当
時
の
国
際
連
盟
事
務
次
長
。
五
千
円
紙
幣
の
肖
像
に
も
な
っ
た)

◆
【
主
権
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
。
公
用
語
は
ス
エ
ー
デ
ン
語
。
こ
の
地
域
は
非
武
装
の
自
治
区
と

す
る
】
以
来
、
こ
の
島
の
人
々
は
今
日
に
至
る
ま
で
約
九
〇
年
間
平
和
で
豊
か
に
暮
ら
し
て

い
る
の
で
す
。
（
三
月
三
〇
日
は
こ
の
地
区
の
非
武
装
記
念
日
〔
祝
日
〕
と
な
っ
て
い
る
）

★
北
方
領
土
も
非
武
装
自
治
区
に

◆
こ
の
裁
定
を
、
北
方
領
土
問
題
に
応
用
出
来
な
い
か
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
地
域
の
主
権
は
日
本
、
た
だ
し
非
武
装
自
治
区
と
し
て
ロ
シ
ア
人
も
住
み

続
け
て
よ
い
。

◆
公
用
語
は
ロ
シ
ア
語
。
こ
の
地
域
は
ロ
シ
ア
人
も
日
本
人
も
自
由
に
出
入
り
で
き
る
。
そ
し

て
こ
の
地
域
は
日
米
安
保
条
約
の
範
囲
外
と
す
る
。

★
二
島
だ
け
で
も
非
武
装
自
治
区
に

◆
現
実
解
と
し
て
、
早
く
日
露
平
和
条
約
を
結
び
、
非
武
装
自
治
区
を
条
件
に
歯
舞
・
色
丹
両

島
だ
け
で
も
返
し
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。
（
一
九
五
六
年
日
ソ
共
同
宣
言
の
実
行
）

◆
日
本
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
世
界
に
平
和
憲
法
の
精
神
を
示
す
の
で
す
。

★
外
交
交
渉
は
平
和
憲
法
の
精
神
で

◆
憲
法
の
前
文
に
「
い
ず
れ
の
国
家
も
自
国
の
こ
と
の
み
に
専
念
し
て
他
国
を
無
視
し
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
政
治
道
徳
の
法
則
は
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
法
則
に
従
う

こ
と
は
、
自
国
の
主
権
を
維
持
し
、
他
国
と
対
等
の
関
係
に
立
と
う
す
る
各
国
の
責
務
で
あ

る
」
と
あ
り
ま
す
。

◆
私
た
ち
「
浜
松
市
憲
法
を
守
る
会
」
は
、
日
本
政
府
に
こ
の
前
文
と
第
九
条(

戦
争
放
棄)

の
精
神
を
も
っ
て
、
解
決
の
糸
口
を
探
る
こ
と
を
切
に
求
め
ま
す
。

二
〇
一
一
年
三
月
十
三
日(

日
）

第
五
二
九
回
憲
法
を
守
る
平
和
行
進

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会

事
務
局

浜
松
市
中
区
紺
屋
町
三
〇
一
―
一
五

★
月
例
護
憲
平
和
行
進

毎
月
第
二
日
曜
日
・
午
後
一
時
・
浜
松
市
役
所
正
面
玄
関
集
合

◆武力ではなく「平和憲法」で国際貢献！ これが日本の使命です◆

◆浜松市憲法を守る会のホームページ http://gokenhamamatsu.news.coocan.jp/ ◆


